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○
文
部
科
学
省
告
示
第
三
十
三
号

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
第
四
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
文
部
科
学
大

臣
が
定
め
る
協
議
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
第
四
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
専
門
職
大
学
院
を
置
く
大
学
及
び
学
部

を
置
く
他
の
大
学
が
、
学
部
と
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
を
編
成
し
、
及
び
実
施
す
る
た
め
に
、
当
該
学
部
と

の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
に
関
し
て
協
議
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

卒
業
又
は
修
了
の
認
定
に
関
す
る
方
針
、
教
育
課
程
の
編
成
及
び
実
施
に
関
す
る
方
針
並
び
に
入
学
者
の
受
入
れ

に
関
す
る
方
針
に
関
す
る
事
項

二

学
修
の
成
果
に
係
る
評
価
及
び
卒
業
又
は
修
了
の
認
定
に
当
た
っ
て
の
基
準
に
関
す
る
事
項

三

学
生
の
計
画
的
な
教
育
課
程
の
履
修
そ
の
他
の
修
学
に
係
る
支
援
に
関
す
る
事
項

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
学
部
と
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
を
編
成
し
、
及
び
実
施
す
る
た

め
に
必
要
な
事
項

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


